
私の学生時代はバブル経済前の不景気な

時期で、就職はかなり厳しい状況だったよう

に思います。そんな中、勉強はもちろんのこと、

クラブ活動（E.S.S.）も一生懸命していまし

たし、暇を見つけてはアルバイトといった具合に、

良き先生や先輩・後輩、友人に恵まれ、今振

り返ってみても悔いのない、できることならあ

の頃に戻りたいと思う修道大学時代を過ごし

ました。しかしその頃は、就職や将来のことを

考えると、特技も取り柄もない、やりたい仕事

さえもわからない自分に対して、強い不安に

駆られました。そこで3年次が終わった時点で

1年間休学し、親戚の住んでいるニューヨー

クに語学留学したのが、アメリカ生活の始ま

りです。アメリカに来て2ヶ月で語学学校を卒

業し、残りの10ヶ月は大学の授業を受けるこ

とにしました。勉強は大変でしたが、次第に楽

しくなって成績も鰻のぼりに上がり、成績優

秀者として学長リストに載るくらいになりました。

そのうち、修大では法学部に在籍していた関

係から、親戚や友人がアメリカで弁護士にな

れと言うものですから、暗示にかかった状態で

何とかロースクールに入学し、そこでこれ以上

は勉強できないというほど、極限状態まで勉

強させられた（？）結果、ロースクール卒業、司

法試験の勉強、受験、合格となりました。

もうアメリカに来て20年近くなります。アメリ

カで様々な国の人と出会い、いろいろなことを

学びました。長年やってきて永住権もとりまし

たが、どんな苦労があったかと聞かれても、も

う覚えていません。その時その時が一生懸命

でしたし、大変だとは思ったこともありましたが、

苦労したとは思いませんでした。修大生の皆

さん、大学卒業後の時間は、瞬く間に過ぎて

いきます。“ＬＥＡＶＥ ＮＯ ＳＴＯＮＥ ＵＮＴＵＲＮ

ＥＤ”来たるチャンスを逃すことなく、たくさん

のことを経験して、悔いのない人生を是非送

ってください。

語学留学から始まったアメリカ生活。�

アメリカで弁護士の資格を取得し、ビバリ

ーヒルズでエンターテイメント関連や日米

の法律業務など、幅広く活躍している卒業生、

梶岡さんからのメッセージです。�
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昨年12月、卒業後初めて母校を訪ねました。私

が在学していた20年近く前には正門から続くハ

ーモニーロードはなく、懐かしさと同時に様変わ

りした修大のキャンパスに驚愕（？）しながら、新

図書館などの新しい施設を見て回りました。こ

の時、ちょうど7号館の建設工事が行われており、

4月に開設する法科大学院のメイン施設になる

という話を聞きました。私自身、アメリカのロース

クールに通った経験があり、母校の修大にも法

曹のための大学院が誕生するのかと関心しつつ、

過ぎ去った時の流れを思い起こしました。

私は現在、カリフォルニア州ビバリーヒルズ市

に法律事務所を開業しています。開業してす

でに10年近くになりますが、その前はアメリカ

の裁判所で裁判官の助手をしたり、法律事務

所に勤務していました。独立のきっかけは、あ

る会社が社内弁護士を募集しており、それに

便乗した格好で、仕事の半分は会社所属の

弁護士、もう半分は独立した弁護士業務がで

きた幸運に恵まれ、ある意味でスムーズに法律

事務所を立ち上げることができました。徐々に

クライアントも増え、今ではアメリカに住んでい

る日本人の方々や日系企業から、日本の文化

を理解している弁護士ということで、私の事務

所に依頼するケースも少なくありません。

日本人の私がアメリカで弁護士をするメリット

のひとつは、在米の日本人、日系企業のみな

らず、日本に本社を置く企業やこれからアメリ

カ進出する企業を対象にした法律業務がで

きることです。現在はそれに対応するために

東京にも連絡事務所を設けていますし、また、

法律事務所をビバリーヒルズに構えている関

係上、芸能関係やエンターテイメント関連で

映画俳優やモデル関連の仕事を依頼される

ことがよくあります。今までであれば、芸能に

関する権利はすべてアメリカ発日本行きでした。

つまりアメリカで権利をとって日本のマーケッ

トで売るものがほとんどだったわけです。しか

し最近は、ポケモンなどのアニメもそうですが、

アメリカで活躍する日本の芸能人やスポーツ

選手が多くなり、権利元が日本側であったり、

日本人がアメリカに来てチャレンジするような、

日本発アメリカ行きのケースが増えつつあり

ます。今後はこのような日米の利権関係や、

エンターテイメント関連の方々を法律的にサ

ポートしたいと考えています。

梶岡　敦（かじおか あつし）
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大学の講義の形態は大学設置基準で決まっていて、従来

は対面式の授業形態が想定されていた。少人数で教師が

家庭教師のごとく学生に懇切丁寧に指導することが最も

大きい教育効果をもたらすと思われる。しかし、今日では授

業を受ける対象も一様でなく、また指導する側も授業の展

開について様々な工夫が求められるようになった。本学で

も若手の教員が教材のディジタル化や授業におけるホー

ムページの活用など、いろいろな工夫をされる時代になっ

ている。今回紹介するのは大学院経済科学研究科で、こ

の8月実施された遠隔授業の事例である。

平成9年12月大学審議会の答申「遠隔授業の大学設置

基準における取扱い等について」によって、新しい通信技

術やマルチメディアを用いた遠隔授業の法律面が整備され、

新たな可能性が開けてきた。遠隔授業は単に教師が教室

とは別の場所にいて授業をするというだけでなく、授業展

開のための教材作成、ディジタルコンテンツ化、ホームペ

ージを利用したWBT（Web Based Training）システムの

運用などが不可欠である。学生たちは授業以外でもこれら

の授業コンテンツを利用して授業の理解を深めることがで

きるのである。大学の授業において時間と場所に制約さ

れない「ユビキタス時代」への対応が求められるようになっ

ている。

経済科学部では2001年度後期から、将来の新しい授業

のかたちを模索する試みの一つとして、専門科目担当の非

常勤講師による講義の一部において遠隔授業を実験的

に実施してきた。本学経済科学部の私と広島市立大学

情報科学部大場充教授の共同研究がその一つで、授業

におけるオンラインビデオ、WBTシステムやテレビ会議シ

ステムなどを利用して、どのような授業形態が学生に受け

入れられやすいか、系統的に検討している。

このような経緯もあって、大学院経済科学研究科の「コン

ピュータグラフィックス研究」でも授業の一部で遠隔授業

の方法を取り入れることになった。担当は、東京大学大学院、

新領域創成科学研究科の西田友是教授である。教授は、

リアルなコンピュータグラフィックス（CG）画像生成法とし

てよく知られたラジオシティ法の開発者の一人であり、CG

の分野で世界的に権威のある国際会議SIGGRAPHにお

いて日本で最も多数の論文を発表されている（12編）。今

年度の授業は、8月3～6日の間に集中で行われ、前半3～

4日の授業が東大からの遠隔授業、後半5～6日の授業は

本学にて対面式で行われた。西田教授はCD―ROM付き

のテキストも書かれており、ホームページ上にも沢山のコン

テンツを公開されている。これと地元広島の会社が開発し

たテレビ会議システムおよびWEBカメラを併用して授業を

展開された。なお、教授の開発されたJavaによるCG教材

は情報処理学会から2002年度優秀教材賞を授与されて

いる。図はJavaレポートとして提出した学生の課題例であ

る。授業では学外からも授業見学の申込みがあった。本

学の卒業生であればこの授業の受講は可能である。所定

の手続きを踏まれて一度チャレンジされて見るのも面白い。
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